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～自立支援医療の手続きについて
自己管理にご協力ください～

まだまだ暑い9月、屋外内の寒暖差にも注意してもうひと踏ん張り
この夏を乗り切りましょう！

現在⽇本で抗HIV療法を⾏っている⽅の⼤多数が、⾃⽴⽀援医療助成制度を
ご利⽤になっておられます。最近、この制度の⼿続きをきちんと
されていない⽅が多く⾒受けられ、とても気になります。
この制度は、１度申請するだけでは終わりではありません。年に1回の更新

⼿続きと、それ以外にも⼿続きが必要な場合があり、できていなければ⾼額な
医療費が発⽣します。そのため、抗HIV薬の処⽅を受けている⾃⽴⽀援医療受
給者については、特例として病院や調剤薬局は、⼿続きができていない⽅に対
して、会計を⼀旦保留にし⼿続きが完了後にお⽀払いしてただくようにしてい
ます。
しかし、前述のように⼿続きができていない⼈がとても多くなっており、

役所によっては、⼿続きが遅れても、さかのぼって適⽤されない（つまり⾼額
な⾃⼰負担）ところも出てきています。
このまま⼿続きができていない⼈が増え続けると、病院や薬局も、特例を⾒

直し保留という対応を考え直さなければならない状況にあります。
⾃⽴⽀援医療を受給されている皆さん、どうか⼿続きが遅れたり、

し忘れがありませんよう、⾃⼰管理をよろしくお願いいたします。

【自立支援医療の主な手続き】
・有効期限が切れている・・・・・・・再認定申請
・保険証が変更した・・・・・・・・・・・保険変更申請
・住所変更した・・・・・・・・・・・・・・・新規申請
・病院、薬局を変わる・・・・・・・・・・医療機関変更申請
・HIVに関する治療で入院する・・・治療方針変更新申請

※もし該当する場合は、役所又はソーシャルワーカーにご相談ください。

【更新手続きを忘れないコツ】
・リマインダー機能・せるまね（スマホアプリ）の活用
・役所から更新の書類が来たらすぐに返送する。



～スタッフ紹介コーナー～

第4回目のスタッフ紹介はこの人‼当センターの高濱宗一郎先生（免疫感染症内科医師）です♪

編集後記
・今月号で4回目となりました。来月号はHIVにまつわる就労について取り上げます。福岡県派遣ソーシャル
ワーカー田邊が担当しますのでお楽しみに！

・11月27日（水）２８日（木）29日（金）は医師が学会出席のためコンバインド外来は休診となります。
詳細はコンバインド外来内に掲示します。ご了承ください。 （MSW大里）

Q．休日の過ごし方
A．そりゃ～も～、プールに連れていくことや家族サービスです！（って自認）。釣り。

Q．マイブームは？
A．麺でもよく噛んで食べる！寝る前の白米はお茶碗に少なめについでからの、
しゃもじでさらに半分にする！

Q．好きな食べ物、好きなお酒
A．イチゴとメロン、糖質0ビールと焼酎（なんでも食べる！なんでも飲む！ ）
Q．家族はいますか？
A．暴れん坊が二人います。

Q．感銘を受けた人・本は？
A．内田康夫の小説や水谷豊が好きですね。
Q．患者さんに向けて一言
A．ご飯はよく噛んで食べましょう！必ず体重落ちます！！

2019年8月

重度障害者医療証の提出をお忘れなく！
福岡市内に住民票がある方は、9月30日で重度障害者医療証の期限が切れます。

新しい重度障害者医療証が手元に届きましたら、受診の際に忘れずに
会計窓口（院外薬局も）へご提示をお願いいたします。
福岡市外の方も有効期限はありますので、ぜひご確認ください。
※期限切れの重度障害者医療証は使えません。お支払いに関係しますのでご注意ください。

福岡市市政だよりを
置いています。

忘れてた！

高濱家ペット、カブトムシのかぶとん

外来日は
水、木（AM）、金さ。

コンバインドクリニックセンターに、7月から閲覧用
福岡市政だよりを設置しました。福岡市が共催・
主催・後援しているイベント情報、福祉手続き、
市民講座のほか、少ないけれど求人情報も。
（9月は保護猫の募集も！）意外に読みごたえが
あります。一度開いてみてください。
中待合に設置しています。

20XX年

福祉乗車証が
交付されます。

先月号でもお知らせしましたが、交付の
時期となっています。障害者手帳を取得
し、かつ、所得が年間200万円以下等
条件を満たす人は、福祉課で手続きを
行ってください。詳しくは福岡市各区役所
福祉課へお尋ねください。


